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第 16 回統計基準部会 議事録 

 

１ 日 時 令和５年４月６日（木） 16:00～18:00 

 

２ 場 所 Ｗｅｂ会議 

 

３ 出席者 

【部会長】 

  櫨 浩一 

【委 員】 

  清原 慶子、菅 幹雄 

【臨時委員】 

 清水 千弘、宮川 幸三 

【専門委員】 

 斎藤 太郎、西 美幸 

【審議協力者（各府省等）】 

財務省、金融庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、文部科学省、国土交通省、

日本銀行、埼玉県、東京都 

【事務局（総務省）】 

   北原大臣審議官 

   統計委員会担当室：萩野室長、植松次長、篠崎調査官 

   政策統括官（統計制度担当）：長嶺統計審査官、柿原参事官、目副統計審査官、 

服部主査、市村主査 

 

４ 議 題  日本標準産業分類の変更について 

 

５ 議事録 

○櫨部会長 それでは、定刻前ですけれども、皆さんおそろいになっていますので、ただ

今から第 16 回の統計基準部会を開催させていただきたいと思います。 

 委員、審議協力者の皆様におかれましては、お忙しい中御出席いただきまして、大変あ

りがとうございます。部会長を務めさせていただきます学習院大学の櫨と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 本日はこちらの会議室に、私の他に、菅委員、宮川臨時委員、西専門委員がおいでです

が、それ以外の方々はウェブで参加していただいております。 

 本日の審議案件は、３月 23 日の第 191 回統計委員会において総務大臣から諮問されま

した日本標準産業分類の変更でございます。今回の審議に当たっての部会の構成員につき

ましては、参考として名簿をお配りしております。従前からもこの部会の構成員でありま
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す菅委員、宮川臨時委員のほかに、清原委員、清水臨時委員、斎藤専門委員、西専門委員

にも部会に御参加をいただいております。 

 それでは、各委員から御挨拶をお願いしたいと思います。 

 最初に、清原委員からお願いいたします。 

○清原委員 皆様、こんにちは。杏林大学客員教授の清原です。前三鷹市長として、自治

体でも産業分類は大変大切な分類でございましたので、そうした経験を少しでも生かせれ

ばと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、菅委員、お願いいたします。 

○菅委員 菅でございます。よろしくお願いいたします。 

○櫨部会長 続きまして、清水臨時委員、お願いいたします。 

○清水臨時委員 一橋大学の清水でございます。私は、ユーザーの立場でデータを使わせ

ていただいておりますので、そういう視点から少しでもお役に立てればと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○櫨部会長 引き続きまして、宮川臨時委員、御挨拶をお願いいたします。 

○宮川臨時委員 立正大学の宮川でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○櫨部会長 ありがとうございます。続きまして、斎藤専門委員、お願いいたします。 

○斎藤専門委員 ニッセイ基礎研究所の斎藤と申します。普段は国民経済計算の部会で専

門委員として参加させていただいております。よろしくお願いいたします。 

○櫨部会長 ありがとうございました。続きまして、西専門委員、よろしくお願いいたし

ます。 

○西専門委員 アビームコンサルティングの西と申します。私も、ユーザーサイドですと

か各省の統計作成の立場でお手伝いしておりますので、そのような視点で意見を出させて

いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○櫨部会長 皆様、どうもありがとうございました。審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 この統計基準部会の開催は平成 26 年以来でございます。一昨年に統計委員会の委員が

改選されまして、本日はその後に初めて開催される部会になります。そこで、統計委員会

令の規定に基づきまして、部会長代理を指名させていただきたいと存じます。菅委員に部

会長代理をお願いしたいと思いますけれども、皆様、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○櫨部会長 それでは、菅委員、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

 では、審議に先立ちまして、私から２点申し上げたいと思います。 

 第１点目は、事務的なことでございますけれども、最近の委員会の例に従いまして、事

務局による議事と配布資料の紹介は省略させていただきます。 

 ２点目として、本日の審議は 18 時までを予定しております。ただし、審議内容が非常に

多いため、終了時間が前後する可能性がございます。どうぞ皆さん、効率的な議事の進行
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に御協力をお願いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。初めは本部会の進め方でございます。事務局から御説明を

お願いいたします。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 事務局の長嶺でご

ざいます。それでは、資料２に基づきまして要点のみを説明させていただきます。 

 まず、資料２ですが、審議スケジュールとして日程を書いてございます。基本的に３回

ほど予定してございます。本日の第１回におきましては、ただ今の進め方のほかに、改定

内容を共有させていただくということと、第 15 回改定に向けた課題も紹介させていただ

きます。それから第２回では、本日頂戴する御意見などを踏まえまして、その対応なり資

料なりを紹介させていただく予定でございます。それから第３回目ですが、第２回で議論

がおおむね収束する見込みがあれば、第３回で答申文なども含めまして御議論いただけれ

ばと思っております。これが資料２の主なスケジュールでございます。 

 それから、事務局より大きな論点を３つほど提示いたします。１点目が今回の改定に際

しての課題でして、これもさらに３つに分けてございます。その初めが前回の答申におけ

る指摘事項の対応、２つ目が第Ⅲ期公的統計基本計画における指摘事項への対応、それか

ら、３つ目としまして 10 年前に改定されて以来、その後の産業動向の変化でありますとか

制度改正に伴う対応につきましての内容でございます。 

 ２番目につきましては、先ほどの課題も含めまして、今回の改定内容が適当なものであ

るかどうかということでございます。次が先日の統計委員会において委員から発言がござ

いました対応でございます。今回の改定案では分類体系に大きな変更がない一方で、分類

の基準を変更しているということですが、それについての趣旨を明確にすべきであり、よ

り適切な記載とするために本部会で検討されたいという内容でございました。 

 ３番目としましては、第 15 回改定に向けた課題につきまして、さらに留意すべき点など

があるかどうかでして、大きく３つでございます。 

 以上でございます。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。ただ今事務局から御説明がありましたよう

に、答申案は６月開催の統計委員会に報告できるようにしたいということでございますの

で、皆さん、効率的に審議を進めるよう御協力をお願いいたします。 

 また、統計委員会で川﨑委員からいただいた御意見も御紹介いただきましたけれども、

この御意見につきましては、この内容を審議する際に、改めて皆さんと議論をしていきた

いと思います。 

 ただ今、事務局から御説明がありました論点について、特段の御意見があれば御発言を

お願いしたいと思います。 

 清原委員、御発言をお願いいたします。 

○清原委員 ありがとうございます。論点について整理をしていただいて、ありがとうご

ざいます。今、櫨部会長がおっしゃいましたように、諮問に応えて、円滑に着実に効率的

に内容をまとめていきたいと思います。 
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１つ目の「今回の改定に際しての課題への対応について」ですが、１は前回答申におけ

る指摘事項への対応が適当であるか、そして、２番目は第Ⅲ期公的統計基本計画における

指摘事項への対応が適当であるかです。それらは、いずれもこれまでの答申の内容を受け

てしっかりと取り組んでいく必要があることですので、これを前提にすることは極めて重

要だと思っています。 

 特に私がこの基本計画の中で注目いたしました点があります。今、皆様のお手元にはそ

の資料がないと思いますので読み上げさせていただきますが、『第Ⅳ期の公的統計基本計

画』が今年の３月に閣議決定され、その中の「第２の公的統計の整備に関する事項」の５

番目として、「統計の比較可能性の確保等の取組」という項目があります。具体的に、「統

計ユーザー等に対して、社会経済や報告者の状況に対応した適切かつ比較可能性ある統計

を常に提供するとの観点からは、統計基準等の改定や整備は、統計行政における将来にわ

たる対応として重要である。このような改定や整備は、大規模調査実施のタイミングも踏

まえ、時代の変化に合わせ、定期的に行うことが必要である」という記述があります。 

 先ほど、統計基準部会としては、平成 26 年以降、久しぶりに開かれたと部会長がおっし

ゃったものですから、今から私たちはこの論点に従って適切な対応をしていきたいと思い

ますが、その前提として、やはり常なる準備が必要なのではないかと改めて思いました。

私たちは現時点で最善の取りまとめをしていきたいと思いますが、出発点において、同時

に日本標準産業分類は、産業動向の変化と制度改正に伴う対応の適当性については、常に

検討しつつ準備をしておかなければいけない重要な課題であると思います。出発点でござ

いますので、取りまとめの方向性の中に、「適時適切に産業動向の変化を捉えた取組をして

いくこと」を皆さんと確認していきたいと思います。 

 それから、もう１点あります。櫨部会長が統計委員会の場で繰り返しおっしゃっている

大事なことを私も共感しています。それは、「過去の統計データを適切に保存し、そして、

現時点あるいは将来の統計との比較可能性をしっかりと担保できるような基盤を作ってお

く必要がある」とおっしゃっていることです。それと同時に、今回私たちが求められてい

るのは、特にコロナ禍において急速に産業が変革し、海外の事業所を日本に戻す、あるい

は、ワンプライスショップなどが目に見える形で増えていますし、オンラインショッピン

グなども増えています。したがって、５年に一度検討するだけではなくて、常日頃から、

毎年、１年ごとに検討することが重要であり、また、統計局でもいろいろ検討されている

し、専門家も検討されていることを引き続き継続するなど、今回はその一里塚というか、

そのような趣旨を踏まえた答申にならなければいけないと思っている気持ちを披瀝させて

いただきました。 

 櫨部会長に、今後の課題として書いていただきたい内容について部会の第１回目に発言

させていただきました。 

いずれにしても、この論点メモの内容に沿って取り組んでいきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○櫨部会長 清原委員、大変ありがとうございました。産業構造とか経済の変化は非常に

速いので、５年に一度検討するのではなくて、常日頃からその変化をきちんと捉えるよう
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に検討を進めてほしい、そういう御発言かと思います。今の御意見をどう反映するかにつ

いては、後ほど他の委員の御意見も伺いたいと思います。この論点について他に御意見の

ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、今の清原委員の御発言については改めて議論することにします。事務局に用

意していただいた論点に関しては、皆さんにおおむね異論がないということでございます

ので、これを参考にしながら、この論点について議論を進めていきたいと思います。 

 それでは、２番目の議題について審議を進めたいと思います。変更の内容の審議です。

議事に先立ちまして事務局から御説明がございますので、よろしくお願いいたします。 

○目総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室副統計審査官 これから資料３に

基づいて説明を行いますけれども、前半と後半に分けて説明させていただきます。前半は、

１ページ目の諮問の概要から５ページ目の事業所の定義まで、後半は、６ページから 30 ペ

ージにかけての分類項目の新設から分類項目の名称変更までといたします。そして、それ

ぞれの説明の後に質疑応答の時間を取らせていただきます。なお、一般原則につきまして

は、議事３の次回改定に向けた課題までの説明と質疑が終わりましてから、その後に改め

て審議の時間を設けておりますので、そこで御議論をお願いいたします。また、分類項目

の新設については資料上、産業動向を踏まえた新設と制度改正に伴う新設に分かれており

ますが、説明は担当省庁ごとにまとめて行います。よろしくお願いします。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。それでは次の議題に移ります。前半の部分

について、諮問の概要、今回の改定に際しての課題と対応、一般原則について、事務局か

ら御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 それでは、先ほど

も説明ありましたとおり、総論的な部分の資料の１から５ページまでを私から要点を説明

いたします。 

 まず、１ページ目から参ります。「日本標準産業分類とは」の定義を書いております。一

言で申しますと、公的統計の相互比較可能性を向上するために、財またはサービスなどが

類似した経済活動を産業別に分類したものとなっています。分類の構成としては４層構造

になっていまして、大分類が約 20 項目、中分類が約 100 項目、小分類が約 500 項目、細分

類、一番細かいものですが、これが約 1,500 項目という構成になっています。その活用に

つきましては、国勢調査や経済センサス等での公的統計において活用されています。 

 今回の改定の目的としては大きく２つありまして、１つは社会経済情勢の変化等を踏ま

えまして、生産技術の類似性による基準に配慮しつつ、SUT 体系への移行に向け、必要な

改定に取り組むことが１点目でございます。２点目が、国勢調査や経済センサス等の大規

模統計調査において、我が国の経済活動の実態をより的確に把握するためということでご

ざいます。主な改定内容は次ページ以降から始まりますが、大きく３つございます。一般

原則の改定が１つ目、２つ目が分類項目の新設でして、今回の改定では細分類として 19 項

目ほどの新設案を用意しております。３点目が項目名の変更等でございます。右下のとこ

ろのスケジュールでございますけれども、答申を６月頃にいただくことができましたなら

ば、その後、大臣決定、官報告示などを経まして、来年４月からの施行を予定しておりま



 －6－ 

す。 

 ２ページ目に移ります。今回の改定に際しての課題でございますが、課題の位置付けと

しては４つほどに分けることができます。１つは、前回の改定の答申における指摘事項、

これが４事項ほどございます。それから、Ⅲ期公的統計基本計画の課題として２事項ほど

ございます。それから、前回改定以降の変化に伴う対応として、制度的なものと産業動向

に対応するものが 11 事項ほどございます。 

 それでは、最初の前回改定時の答申の指摘事項への対応を簡単に紹介いたします。１つ

目が分類の基準の妥当性の検討ということですが、これは４ページ目に書いておりまして、

改めて説明いたします。３つの基準が箇条書で書いてございまして、その分類の基準と国

連が定めております標準産業分類の記載内容を比較して、その妥当性を検討するというこ

とでして、今回の対応としましては、現行の基準が需要側と供給側が混在しており、また

不明瞭な点もあるので、供給側の視点が明確になるよう修正したというものでございます。 

 ２つ目が、第 12 回改定時に設定された２つの項目です。それは、無店舗小売業、管理・

補助的経済活動を行う事業所の２つでございます。これらについて、経済センサスの結果

等によって検証などを行うことでして、平成 28 年の経済センサスの結果などで精査しま

したところ、それらの分類に関する疑義件数や訂正件数の割合はいずれも低く、それらの

内容に大きな問題はなかったことを確認いたしました。 

 それから、調剤薬局の名称の検討ですが、これは法令に基づく名称ではない「調剤薬局」

という名称が今、項目名としてありますが、統計調査の実施上の観点を踏まえて検討する

ということです。令和元年に根拠法が改正されており、その中に「薬局」という名称が明

記されておりますので、それを今回の分類項目名の名称として引用して修正しております。 

 それから、レッカー車業の新設の検討ですが、これは前回改定時には、量的にどの程度

の規模かが分からなかったという課題がありました。今回、業界中心に実態把握を行いま

して、国際分類も参考にして位置付けることになりました。ちなみに、このようなレッカ

ー関係の業者は 24 時間体制を敷いている割合が９割以上あり、また、自治体と災害協定を

結んでいる割合も非常に高いということで、そのような社会的影響も考慮して位置付ける

ことにしております。 

 ３ページ目に移ります。Ⅲ期公的統計基本計画における課題と対応ですが、１点目が生

産技術の類似性の観点からの検討でして、これも SUT 体系への移行を背景にしたものです

が、生産技術の類似性による基準に配慮して見直すというものです。その観点から全体を

見直すことに困難を伴いましたので、検討の過程では、製造業等の４つの分野を対象にし

まして、生産技術の類似性の観点からの考え方の整理や試行を行いました。その結果を課

題としてまとめております。 

 それから、２つ目の専従の労働者等が存在しない法人等につきまして、登記を要件にす

ることにより、統計調査の目的によっては、専従の役員・労働者等が存在しないが収益が

ある法人等を事業所に含めて取り扱うことができるという特例的な事業所の定義を追加し

てございます。これは５ページ目にも書いておりますので、再度説明いたします。 

 ３つ目の前回改定以降における産業動向の変化と制度改正に伴う対応でございます。産
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業動向につきましては、食料品スーパーやペストコントロール業などの９つの細分類を新

設するということでございます。それから、制度改正に関係しましては、学校教育法に伴

う義務教育学校などの 10 の細分類を新設することとしてございます。その他は形式的な

変更ですので説明は省略させていただきます。 

 それでは、４ページ目に移ります。課題としましては、先ほども少し触れましたけれど

も、需要側と供給側それぞれの観点からの基準が分類の基準に混在していること、優先す

べき事項を示す観点から記載順を検討する必要があること、国連が定める標準産業分類の

記載順と異なることが大きな課題として指摘されておりました。現行の記載内容を見ます

と、左下の箇条書きの部分において、（１）で「生産される財又は提供されるサービスの種

類」として、これは需要側の視点の基準を書いております。それから、（２）が「財の生産

又はサービス提供の方法」でして、いわゆる生産工程の基準として位置付けられてござい

ます。それから、（３）が「原材料の種類及び性質」でして、生産工程の初期段階における

原材料を基準とした分類基準として位置付けられております。そういう意味で、需要、供

給、供給という順番で書かれている状況でございます。 

 それに対応する案としましては右側に記載しておりますように、（１）としまして、「生

産に投入される財又はサービスの種類」として、供給側の最初の段階である原材料等の基

準を位置付けているということでございます。それから、（２）の順番は変わりませんが、

表現を整理し、「財又はサービスの生産方法」として記載してございます。それから、（３）

が需要側になりまして、「生産される財又はサービスの特徴」と変更した内容になってござ

います。 

 ５ページ目に移ります。Ⅲ期公的統計基本計画にこの課題が位置付けられた理由としま

して、当時の議論を確認しましたところ、事業所母集団データベースの企業数が法人企業

統計より少ないので、結果的に本来カバーすべき対象を捕捉し切れていないのではないか

という議論があったと分かりました。そういうことで、今回の専従の役員・労働者等が存

在しない法人等に関する日本標準産業分類上の整理をせよという課題でございました。 

 事業所の定義は、大きく２つに分かれてございます。前半の一般的な内容と後段の特例

的な内容を書いている部分がございまして、今回、改定案の下に（９）とありますけれど

も、特例的な内容を書いている事業所の定義の最後の部分に、（９）のように、「統計調査

の目的によっては、登記上の役員等は存在するが、設備を専有していない法人等も事業所

とする」ことがあるというように今回位置付けることにしております。こう書いた理由を

説明します。事業所の定義には、人及び設備を有するという要件がありまして、法人等の

設立の際に人は制度上の位置付けが明確にあります。例えば、不動産業における SPC、い

わゆる特定目的会社などを想定しており、主に不動産証券化の業務などを行っている場合

は、会社が設立されて商業登記されるということまで分かっていますので、登記は役員等

が必須条件になっていますが、設備が本当に実在するかどうかは分からないということと、

また設備を必ず専有しているかどうかが分からないということがありますが、統計調査の

目的によってはそのような法人も対象とできるというような特例としての位置付けでござ

います。そういう選択肢を増やしたという改定内容でございます。 
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 以上が１ページ目から５ページ目までの総論的な内容でございます。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。ただ今の説明について御質問と御意見をお

願いしたいと思いますが、一般原則の中で、分類の基準の部分につきましては、統計委員

会での諮問の際に川﨑委員から御意見がございましたので、特に丁寧に議論する必要があ

ると考えております。今日は審議事項が非常に多くありますので、それらを議論していま

すと、全体を説明していただくことができないかと思います。この場では御発言をいただ

きたいと思いますが、議論は議事が３まで一通り審議が終わった後に改めて時間を設けま

す。そこで時間の許す限り議論していただいて、もしまとまらなければ、次回以降に改め

て議論し続けていくことにしたいと思います。 

 それでは、今御説明いただきました部分につきまして、御意見、御質問をお願いしたい

と思います。皆様、よろしくお願いいたします。 

 では、菅委員、お願いいたします。 

○菅委員 私も、統計委員会では川﨑委員からの御指摘をお聞きしました。基準が変わっ

ているのではないかという点なのですが、分類の基準の３項目がありますが、その順序が

変わっただけなので、基準が変わったとまでは言えないのではないかと思います。優先づ

けの順序は確かに変わっているようには見えますが、基準が変わったとまでは言い難いと

ころがあると思います。また、順序を変えた理由としては、国際産業分類の順序と違って

いることです。もともと産業分類の目的は、比較可能性を高めるということが目的です。

その比較可能性に関して述べると、国内における様々な統計間において分類が違っている

と利用し難く、また、国際的にも国によって分類が違うと比較できずに困るので、共通し

た分類項目の設定により比較可能性を高めるわけです。 

 この順序が違ってくると何が問題かというと、日本と国際標準産業分類と違うと、それ

により誤解されることが一番懸念されるわけです。つまり、国際的に見ると、日本はまた

特異なことをやっていると見えてしまうわけです。だから、分類の基準の記載順は順序で

あり、プライオリティーかと言われると、厳密に言うと少し違うと思います。各産業によ

って何を優先するかという感じではなく、一番適切なものを選んでいるという感じなので、

私の意見として、一つは、これにより基準を変えたとまでは言えない。確かに順序は変え

ているが、それは国際比較可能性を高めるために、そして誤解を招かないための配慮であ

ること、もう一つは厳密にこの順序でプライオリティーを付けているわけでもないので、

そこには少し誤解もあるかと思います。そういう意味でいうと、この原案で基本的にはい

いのではないかと思います。 

 ただ、最後の点、１番、２番、３番というのはプライオリティーづけと誤解される可能

性はあるので、例えばポツ（・）にして、１、２、３という数字を付けないことは一つの

選択肢としてあり得るのかなと思います。国際的な順序と違うというのは、逆にガラパゴ

ス的に見えてしまうので、それも具合が悪いわけです。これまであまりそれが気にならな

かったのは、今回、SUT というのが大きな課題があり、産業連関表が国際基準に合わせて

SUT に移行する方向で動いているものですから、SUT と関連する産業分類と生産物分類が

国際基準にきちんと合ってないと具合が悪いというのはあります。そういうことを考える
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と、基本的には原案でいいような感じがします。もう一つの考え方として、ポツだと思い

ます。誤解を招くから、１、２、３の記載を止めるという選択肢はあり得ます。あるいは、

１、２、３と書いておいて、ただし、これはこの順序に従って格付しているわけではない

と補足するか、どちらかだと思います。国際的なものと順序があえて違うというのは、日

本がガラパゴス的に見えてしまうのでやめた方がいいと思います。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。ほかに御意見があれば、よろしくお願いい

たします。 

 宮川先生。 

○宮川臨時委員 今の御意見は分類の基準の話だと思いますが、それは今は発言しない方

がいいのでしょうか。 

○櫨部会長 互いに議論をするという形ではなくて、取りあえずそれぞれの御意見をおっ

しゃっていただければと思います。 

○宮川臨時委員 この段階で言ってよろしいわけですか。 

○櫨部会長 はい。 

○宮川臨時委員 それでは、私からも分類の基準について考えを述べさせていただこうと

思います。この原案でいいと思っているという意味では菅先生と同じだと思います。プラ

イオリティーが実は結構重要な部分です。というのは、３ページの話ですが、もともと供

給サイドから、生産技術の類似性の観点から検討するということが、第Ⅲ期公的統計基本

計画における課題として与えられているわけです。産業分類の実態を見ても、かなり生産

サイド、つまり供給サイドから実際に分類されているものは多くあるわけです。 

また、国際的な観点からの比較可能性は非常に重要だと思うのですが、その観点でも、

先ほどここに映していただいていた資料３の記述を見ていただくと、これについては誤解

を受ける記述と思うところがあります。NACE の記述です。NACE の記述を見ますと、３つあ

りまして、１番目に財とサービスの特徴として、需要サイドの分類基準が１番最初に記載

されていて、２番目も財とサービスの用途、３番目が生産技術となっています。これはグ

ループとディビジョンの区分２と書かれていて、右側の関連する記載で、クラスとは異な

りと書いてあるわけですけど、これは、NACE でのクラスは日本標準産業分類の細分類です。 

 そういう意味でいうと、第 45 から引用と書いてあって、第 44 の前の記述に関しては、

クラス（細分類）については生産技術側で分類しますということがはっきり明示されてい

るわけです。第１の基準として最も細かいクラスは生産技術側ですと書いてあります。そ

して、それより粗い分類であるグループとディビジョンについてはこのような形ですとい

う話になっているので、資料の記載がこれだけだと誤解を招くのではないかということで

す。それから NACE ですと、実はクラスであっても項目数が多分 600 弱ぐらいしかないと思

うので、そうすると日本では小分類より少々細かいレベルぐらいというか、小分類レベル

という感じなので、ここで出ているグループとディビジョンというのは、日本標準産業分

類に当てはめると中分類、大分類に関してはというようなイメージに近いのだろうと思い

ます。その辺りは誤解がないようにした方がいいと思います。また、北米分類、NAICS が

出てないのも不思議ですが、NAICS は完全に供給サイドということを言っているわけです。
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そういう観点から、また、産業分類の実態から考えても、さらに日本標準産業分類の前回

改定時には存在しなかった生産物分類が今回整備されたこと、特に生産物分類は完全に需

要サイドの分類になっているということを考えますと、先ほど菅先生からもお話あった

SUT という観点から言っても、生産物分類は需要サイド、産業分類は供給サイドからの基

準が望ましいこともあるわけです。そのように総合的に考えると、やはり今回の案におい

て私は番号を付けていてもいいのではないかと思います。私は賛成であるということを最

初に意見として述べさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、清原委員、御意見ございますか。 

○清原委員 ありがとうございます。清原です。ただ今、先生方がそれぞれ今回の対応の

視点と意義についてお話ししていただきました。私も今回の方向性というのは、ただ今御

説明していただいた内容が適当ではないかと受け止めさせていただきました。 

 １つ、今回御説明していただいた内容に関連して、問題の所在を提起させていただきた

いと思っています。それは、今御説明いただいた資料の４ページの主な改定内容、一般原

則「分類の基準」の２つ目の事項ですが、改定案として、「本分類は、事業所で行われる経

済活動、すなわち産業を主として以下のような分類の基準に着目して区分し、体系的にま

とめたものである」と「事業所」という言葉をきちんと使っています。そして、５ページ

にも、改定案として「事業所の定義」の中に９項目を置くということで、事業所の把握を

的確にするような改定の方向が示されています。 

 そこで、問題の所在なのでございますけれども、ただ今の御説明の根拠となることだと

思う資料１について、気になる記述がありますので問題提起したいと思います。資料１は、

諮問の内容なのですが、別紙の日本標準産業分類第 14 回改定案の一般原則の第１項は「産

業の定義」とあります。第２項は「事業所の定義」として書かれております、９項目も含

めて。そこで、次に「分類の基準」、「分類の構成」となりまして、この後、第５項に「分

類の適用単位」という項目があります。先ほど「産業」について定義がされ、「事業所」に

ついて定義されていますが、第５項の中には他の概念が出ています。「本分類を適用する単

位は、一事業所ごとである」、これはよろしいわけですが、その後に「なお、個人に本分類

を適用する場合は」というように、「個人」というのが出てまいります。次に、「個人の属

する事業所を単位とする」、これでまた「事業所」が出てきますから、そういうことと思い

ますが、その後です。「また、事業所及び個人以外、例えば企業等に適用する場合は、事業

所の場合に準じて行うものとする」と書いてあります。この場合の「企業等」というのは、

「事業所」とどう関連する概念なのかについて、これまでに定義がないものですから、第

５項の分類の適用単位というまとまりの中では分かりにくいと思いました。 

 先ほど、現状に即して「事業所」についても実態をよりよく把握できるように定義をし

ているわけでございますので、それに関連して、この第５項の記載の仕方について検討課

題として含めてはいかがかなと思いましたので、問題提起をさせていただきます。 

 以上です。ありがとうございます。 
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○櫨部会長 どうもありがとうございました。産業分類の一般原則に書いてある第５項に、

個人や企業という記述がいきなり出てきて、ここが非常に分かりにくいという御指摘だと

思いますけども、これはこの後どうするか、また改めて議論したいと思います。 

○清原委員 すみません、よろしくお願いいたします。 

○櫨部会長 ありがとうございました。 

 続きまして、清水委員、手が挙がっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○清水臨時委員 ありがとうございます。私は、先ほど申し上げたようにユーザー側の立

場ですが、経済測定を多少研究している者として、今回の改定案の方が分かりやすいとい

う感じはしました。我々のように、経済測定を担う立場としては、何らかの形で投入され

た財を生産関数の下で集約していきまして、最後は GDP のようなものの中に落とし込んで

いく作業をしていくわけであります。測定という立場から見たときに供給サイド、一応、

三面等価と教科書的には言いますけれども、やはり測定という立場は生産性を測定してい

きます。その中で投入される財、サービスを見て、その中で設備や技術のようなものを考

慮して、そして KFP なるものを測定していくわけです。分類の基準のこの順序を見たとき

に、分かりやすいと直感的に感じたのは、そのような生産関数から入った上で、需要側は

どうしても所得や消費の測定が非常に困難ですので、統計を作る立場から見たときに、こ

の順番の方が測定しやすいというのが直感的な考え方になります。 

 また、前の統計委員会担当室でお世話になった時、ちょうど SUT の体系への移行という

作業をしている最中だったものですから、それに関わった者としても、やはり国際比較を

目指して SUT 体系に移行していくわけでありますから、そのような体系の中で見たときに

も、この並びの方が分かりやすい。我々、原理原則とは何が重要かというと、国際間での

いわゆるクロスセクションの比較可能性、過去との接続も大事ですが、これから未来に向

かっていったときの１年間の比較、いわゆる成長率になってくるわけです。いかに我々は

その誤差を最低限とし、また拡大しないように、願わくばそれをさらに縮小していくよう

にすることを考えていったときに、生産技術がこれから多様化し、高度化していく社会に

おいて、我々が産業分類を考えたときに、やはり生産サイド、供給サイドをしっかりと押

さえていくということは極めて重要な課題だと思っています。また、ユーザーからして使

いにくい細かいところは御指摘させていただきたいと思っていますけども、そういう立場

で見たときに、この並びは分かりやすいと感じます。 

 また、事業所の定義についてですが、SPC または特別目的会社や TMK というようなもの

を使いながら証券化を進めていくわけですけども、これから産業がそのような新しい会計

の中で経済活動と所在が異なる、またはペーパーカンパニーではありませんけども、法律

の中でそのようなものを設立する傾向というのは、不動産の証券化に限らず、多様な形が

出てきておりますので、その活動が把握できないのでは非常に大きな問題を起こすことが

分かります。証券化が始まってもう 20 年たっていますので、事業所の定義がようやく今そ

こに追いつくというのは望ましいことだと思って聞いておりました。 

 以上でございます。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。まだいろいろ御議論があると思いますが、
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取りあえず御意見のある方に御発言をお願いして、議論は後ほどしたいと思います。ほか

に御意見のある方いらっしゃいますでしょうか。 

 それでは、この一般原則については後ほど議論することにして、諮問案の説明を先に進

めさせていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして、資料３の２以降の御説明を引き続きお願いいたします。分類項

目の新設、分類項目の名称変更等について審議をしたいと思います。では、それぞれ御担

当の省庁からお願いしたいと思います。 

 初めに、経済産業省の方から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○守谷経済産業省大臣官房調査統計グループ統計企画室長 経済産業省調査統計グループ

統計企画室の守谷です。よろしくお願いします。７ページの電気炉・電熱装置製造業の新

設です。現行 JSIC の細分類、その他の産業用電気機械器具製造業に、例示として電気炉製

造業、電熱装置製造業（窯炉用）が含まれています。カーボンニュートラルに向けて、燃

料を燃焼させて加熱する燃焼炉から、電気で加熱する電気炉への転換を見据えた業界動向

を正確に把握する必要がありますが、現行の JSIC では電気炉・電熱装置のみを単独で実態

把握することが困難であるため、電気炉・電熱装置を 2923、電気炉・電熱装置製造業とし

て新設するという内容です。電気炉・電源装置製造業の８ページ下の表にありますように、

一定以上の事業所数があり、新規立項に必要な量的基準を充足しております。 

 続きまして、ページが飛びますが、20 ページの醸造酒類製造業の新設です。酒類間の税

負担の公平性の観点から平成 29 年に酒税法が改正されており、JSIC の酒類製造業の細分

類の定義を酒税法に合わせて改定するという内容になります。現行 JSIC では、果実酒、ビ

ール類、清酒、蒸留酒・混成酒の４つの細分類に分類されていますが、酒税法では製法や

性状などにより、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の４種類に分類されていま

す。酒税法に合わせると、果実酒及び清酒は JSIC の細分類項目ではなくなるところであり

ますが、廃止の量的基準には該当しないため、統計の継続性も踏まえ、酒税法の４種類と

は別に細分類項目として存続させるという内容です。 

 続きまして、22 ページの発電業、送配電業です。電力小売の全面自由化や送配電部門の

法的分離などの電力システム改革に基づく電気事業法の改正に伴い、電気事業者を現行の

事業実態に即して、発電部門、送配電部門、小売部門などといった供給形態を反映した分

類項目を設定するという内容です。 

 続きまして、24 ページのガス小売業です。ガス小売の全面自由化などのガスシステム改

革に基づくガス事業法の改正に伴い、ガス事業者の現行の事業形態に即して、製造部門、

導管部門、小売部門といった供給形態を反映した分類項目を設定するという内容です。 

 当省からの説明は以上であります。よろしくお願いします。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。御質問ですが、後でまとめて受け付けたい

と思いますので、各省からの全ての説明を先にお願いしたいと思います。 

 引き続き、国土交通省の方から御説明をお願いいたします。 

○武藤国土交通省自動車局貨物課専門官 国土交通省自動車局貨物課の武藤と申します。 
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 ９ページのレッカー・ロードサービス業について説明させていただきます。レッカー事

業、こちらにつきましては、車両の事故や故障等が発生した際、当該車両の緊急排除や被

災地における道路啓開の支援業務というものを実施している事業になります。９ページ一

番上、現状・課題というところですが、現行 JSIC の位置付けでは、細分類「他に分類され

ないその他の事業サービス業」の内容例示としての明示にとどまっております。前回の改

定時の課題とされましたところが、レッカー事業についてはその実態把握が十分にできて

いないこと、それと、今後関係府省において引き続き情報収集を行った上で、細分類項目

の新設の適否を検討することは適当であるとされておりました。なお、その際には、国際

比較の視点から、上位分類の妥当性も含めて検討を行う必要があるといった指摘もいただ

いておりました。 

 この対応としまして、アンケートを実施させていただきました。このアンケートの結果、

専業として一定以上の事業所数、従業者数を把握できたこと、それと、ISIC や NAICS を参

考にさせていただき、小分類を 489「その他の運輸に附帯するサービス業」の細分類とし

て新規立項を検討いただければという形にまとめさせていただきました。 

 以上となります。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。 

 引き続き、事務局から御説明をお願いいたします。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 11 ページ目から 13

ページにかけまして、中分類 56 の再編・ワンプライスショップ等の新設に関して簡単に説

明いたします。 

 現行 JSIC では業態別小売業、例えばコンビニとかドラッグストアとか、多種多様な品目

を扱う小売業が実は３つの中分類に分かれております。12 ページ目の左側下の表を見てい

ただければと思いますが、中分類 56、58、60 と３つに分かれて分類が位置付けられており

まして、一方で、これはほかの単品を中心とする小売とは販売戦略などが異なるものです

から、これらの扱いを検討しました。参考にしましたのは ISIC、国連の標準産業分類です

が、資料の 11 ページ目の右下に書いてございますけども、非専門店小売業という 471 と

いうグループと 472 という専門店と２つに大別してございます。こういうのを参考にしま

して、コンビニとかドラッグストアなどの非専門店小売業の実態をより的確に把握するた

めに、今回、中分類 56 に集約することを基本としました。 

 それに併せまして 12 ページ目ですけども、１つは、先ほど清原委員からも御発言があり

ましたとおり、ワンプライスショップを併せて新設しております。いろいろとデータを調

べましたところ、これまでワンプライスショップは、他の用品、つまり雑貨の小売業であ

りますとか荒物小売業といった分類に散在しているような傾向がございましたので、それ

を「ワンプライスショップ」と項目を立てまして、そこで集約するということでございま

す。それから、百貨店、総合スーパーも、これはそれぞれ業態が異なると理解してござい

ますので、それらを分けて、百貨店、総合スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホーム

センター、ワンプライスショップといった６つを中分類 56 の一つの分類項目の下に集約

して、それぞれを把握できるようにしたという改正内容でございます。 
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 参考までに 13 ページでございますけども、売上げを左側に、店舗数を右側に書いており

ます。売上げだけで見ますと、百貨店がこの 20 年ぐらいの間にかなり減少していまして、

それにちょうど入れ替わるように、コンビニでありますとかドラッグストアなどの売上げ

が伸びてきている状況でございます。また、店舗数につきましては、少しグラフが見にく

い部分がありますが、やはりコンビニとかワンプライスショップ、ホームセンター、ドラ

ッグストアの伸びは大きいことが見てとれます。 

 以上でございます。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、農林水産省から御説明をお願いいたします。 

○須山農林水産省大臣官房統計部統計企画管理官付統計企画班管理官補佐 農林水産省で

ございます。それでは、食料品スーパーにつきましてご説明させていただきます。現行の

各種食料品小売業におきましては、各種食料品を扱う食料品スーパーから土産物等の小売

店まで幅広く小売りする事業所が含まれています。このうち食料品スーパーにつきまして

は消費者の利用頻度が高く、日常生活に必要不可欠な食料品を提供されており、社会的に

も認知され、その動向は国民生活への影響も大きいことからその実態把握は政策上重要と

考えておりますので、各種食料品小売業を細分類して食料品スーパーとその他の各種食料

品小売業を新設するというものでございます。 

続いて、施設給食業務につきまして御説明をさせていただきます。現行の配達飲食サー

ビス業におきましては、デリバリーを行う配達飲食サービス業と、学校、施設等において

調理した飲食料品を提供する施設給食業が主な産業として含まれております。このうちデ

リバリーを行う配達飲食サービス業につきましては、コロナ禍を背景に市場規模が拡大し

てきておりますので、そこを明確に把握したいということで新規の立項をしたいと考えて

おります。具体的には、改定案にございますように、配達飲食サービス業から施設給食業

を独立させて新設をするということでございます。 

 次のページでございますけれども、参考といたしまして、金額ベースにおきましては、

新規立項に必要な十分な量的な部分を充足していると考えておりますので、御参考として

見ていただければと思います。 

 説明は以上になります。 

○櫨部会長 農林水産省の御担当の方、ありがとうございました。引き続き厚生労働省の

方、御説明をお願いできますでしょうか。 

○渡邉厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）付参事官（企画調整担当）

付審査解析室長 厚生労働省審査解析室の渡邉と申します。それでは、厚生労働省からペ

ストコントロール業及び介護医療院の新設について御説明させていただきます。 

 最初に、ペストコントロール業について、18 ページを御覧ください。まず、ペストコン

トロール業の概要と JSIC における現状の課題についてでございます。ペストコントロー

ル業とは、人間にとって有害な生物等の活動を、人間の生活を害さないレベルまで制御す

る事業です。具体的には、害獣や害虫の防除や駆除、細菌、ウイルスの消毒、衛生管理等

を行っております。しかし、現行の JSIC におきましては、ペストコントロール業に明確に
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該当する分類が立項されておらず、大分類Ｐの「医療、福祉」の中の「消毒業」であると

か、大分類Ｒの「サービス業（他に分類されないもの）」の中の「ビルメンテナンス業」、

「その他の建物サービス業」の一部として分類されているものと考えられます。今申し上

げました３つの分類につきましては、ペストコントロール業の一部に過ぎず、ペストコン

トロール業全体を包括する分類が存在しておらず、統計調査の際に回答者の業種選択が困

難となり、業界の実態把握が困難な状況となっております。 

 続きまして、19 ページの表を御覧ください。こちらの表でございますが、平成 29 年か

ら令和３年までの５年間のペストコントロール業の事業所数と従業者数を示したものでご

ざいます。事業所数と従業者数ともに安定的に増加しております。いずれも上位分類に対

しまして 10％以上の産業規模となっており、量的基準を満たしているところです。また、

昨今、コロナ禍におきまして、社会全体で公衆衛生に対する意識、関心が高まっており、

今後もその傾向が続くことが予想されます。このようなことから、ペストコントロール産

業の成長が見込まれているところでございます。 

 そこで、今回の改定でございますが、ペストコントロール業の実態把握が可能となりま

すよう、改定案のとおり、大分類Ｒの「サービス業（他に分類されないもの）」の中に細分

類としてペストコントロール業を新設したいと考えております。ペストコントロール業の

対象でございますが、建築物に限定されず、屋外の公園であるとかイベント会場、港湾施

設など多岐にわたるために、922 の「建物サービス業」ではなく、929 の「他に分類されな

い事業サービス業」の中に位置付けることが適切であると考えています。なお、ペストコ

ントロール業の新設に伴いまして、特に産業規模が小さい大分類Ｐ「医療、福祉」の中の

「消毒業」については廃止することといたします。 

 続きまして、飛びますけれども、28 ページ、介護医療院を御覧ください。こちらは、制

度改正に伴う細分類の新設でございます。平成 29 年の介護保険法改正により、介護医療院

が新設されたことを受けまして、介護医療院として新設したいと考えております。この介

護医療院でございますが、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者

に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護など必要な医療や日常生活上

の世話を行うことを目的とする施設となっております。本施設につきましては、介護保険

法におきまして、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などと並んで位置付けられてい

るところです。 

 新設の理由としましては、まず、平成 30 年の法施行後、施設数が単調に増加していると

ころであり、また、現行の介護療養型医療施設につきましては、令和６年４月までに順次、

介護医療院に移行する予定となっており、今後も増加が見込まれているところです。以上

によりまして、細分類として新設したいと考えております。 

 厚生労働省からは以上です。 

○櫨部会長 ありがとうございました。 

 引き続きまして、文部科学省から御説明をお願いいたします。 

○宗近文部科学省総合教育政策局調査企画課課長補佐 それでは、文部科学省から説明さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 
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 文部科学省から制度改正に伴う対応についてでございます。義務教育学校につきまして

は、平成 28 年４月に学校教育法が改正され、新たに制度化されたものでございます。こち

らにつきましては、１人の校長の下、１つの教職員組織が置かれ、義務教育の９年間の系

統性を確保した教育課程を編成・実施する学校でございます。このことから、今回の改定

におきまして、小分類 813 の項目名に、既存の中学校に加えて義務教育学校を追加し、細

分類 8132 に義務教育学校を新設することを御提案いたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。 

 引き続き、事務局から説明をお願いいたします。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 30 ページ目を御覧

ください。分類項目名の名称変更として３点ほど示してございます。 

 １点目はでんぷん糖類製造業ということですが、現行の細分類が、「ぶどう糖・水あめ・

異性化糖製造業」となっておりますが、いずれもでんぷん由来の糖類として共通していま

すので、それが明確に分かるように「でんぷん糖類製造業」と修正するということでござ

います。 

 ２つ目の薬局につきましては、先ほど御説明したとおりでございますので、ここでの説

明は省略いたします。 

 ３つ目の建物等維持管理業でございますが、現行が「建物サービス業」という名称にな

ってございまして、サービスの内容がどこまでどの範囲を指すのか必ずしも明確ではない

ので、実態の業務内容を厚生労働省とも相談した上で、建物等維持管理業ということに修

正してございます。 

 以上です。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今の御説明につきまして、まとめて御質問や御意見を言っていただければと

思います。 

 菅委員、どうぞ。 

○菅委員 御説明ありがとうございました。今、１点気がついたのですが、「スーパー」と

いう言葉が出てきますが、正式にはスーパーマーケットです。産業分類としては、スーパ

ーマーケットでないかと思います。といいますのも、もう一つ、コンビニエンスストアと

書いてあります。こちらは「コンビニ」と略していない。そのため、おそらく、産業分類

としては、正式名称でなければ具合が悪いのではないかと今気がつきました。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 今、御指摘のあっ

た発言のとおりと思いますので、農林水産省とも相談の上、そのような方向で考えたいと

思います。ありがとうございました。 

○櫨部会長 ほかに御意見、御質問のある方いらっしゃいますでしょうか。 

○萩野総務省政策統括官（統計制度担当）付統計委員会担当室長 担当室から１つよろし

いでしょうか。担当室、萩野です。18 ページのペストコントロール業ですが、これが改定

案だと、「他に分類されない事業サービス業」の一つの更に細かい分類として位置付けられ
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ているのですが、考え方として、「他に分類されない」云々というのは、何か特定された後

で最後に出てくる残差だと思います。残差が出てきて、さあ、それで終わりと思ったら、

その細項目が出てくるという、この順番で大丈夫なのかというのが１つ質問です。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 御指摘の点につき

まして、どこに位置付けるかを厚生労働省と議論しましたけれども、例えば建物の中の消

毒を行ったりするほか、先ほど説明ありましたとおり、港湾施設の周辺でも消毒を行った

りするなど、位置付けが明確にふさわしいというようなところがなかなかなかったもので

すから、最適なところよりは次善の位置付けとしておかしくないようなところとして、こ

この「他に分類されない事業サービス業」のところに位置付けざるを得なかったという状

況でございます。 

○萩野総務省政策統括官（統計制度担当）付統計委員会担当室長 「他に分類されない」

が残差ではないかということについては、分類の考え方としてはどうですか。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 分類上は、「他に分

離されない」という名称で、確かに残渣のように聞こえますけども、他に分類されない項

目であっても、ペストコントロール業のように具体的な名称などが多々分類されているの

が実態でございます。 

○櫨部会長 要するに、ほかにも「他に分類されない」という中に小項目になっているも

のがあるということですね。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 その他の名称として、

具体的な項目が位置付けられている例があります。 

○櫨部会長 なかなか置き場所がないものが、仕方がないからここに置かれているという

ものが結構あるということですか。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 平たく言うと、そ

うなります。 

○萩野総務省政策統括官（統計制度担当）付統計委員会担当室長 「他に分類されない」

というのが、用語の使い方として特に残差ということを意味するものではないということ

ですね。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 実態としては、そ

れ以外に近い概念として整理してございます。 

○櫨部会長 だから、同種の小分類の中で、上にある小分類の中にはないものということ

ですね。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 そのとおりでして、そ

れまでの中分類になかったものを「その他」の名称で位置付けていると理解していただければと

思います。そういう意味では、名称のあり方に若干課題があるかもしれません。 

○萩野総務省政策統括官（統計制度担当）付統計委員会担当室長 分かりました。 

○櫨部会長 よろしいですか。ほかに御意見等ございますか。 

 清原先生、どうぞお願いいたします。 

○清原委員 １つ質問です。今回提案していただいている中には、災害等が多く、公衆衛
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生の観点や災害復旧の観点から提案されているものがあると改めて再確認しました。 

 10 ページの、「レッカー・ロードサービス業」について伺います。この重要性について

は、列挙されているとおり、車両の事故だけではなくて、災害対策基本法の中での活動、

例えば、大雪の被害ですとか水害の被害ですとか、大きな影響をもたらすときに、こうし

た事業は必要ということは分かりますが、いわゆる JAF 以外にそんなに増えているのかと

いう素人としての印象があります。社会的な意義、それから国際分類における位置付けと

の関係で、この「レッカー・ロードサービス業」を位置付ける必要はあると思いますが、

実際に産業としての特徴や位置付けなど顕著な動向があれば、補足説明していただくと心

強いです。よろしくお願いいたします。 

○櫨部会長 それでは、国土交通省の方に御説明をお願いいたします。 

○武藤国土交通省自動車局貨物課専門官 国土交通省の武藤です。今、手元にそのような

資料が用意できてないのでお話だけになってしまうのですが、レッカー事業については、

一般の乗用車だけではなくて、例えばバスやトラックなどのような大きな車を運ぶ、それ

が牽引できるような車両なども用意されています。災害時でないと一斉に見るということ

がなかなかないですが、事業者の規模としては、今回のアンケート結果でも、専業の数と

して、事業者数として 1,057 と示させていただいています。一定程度世の中には存在して

いるという実態があります。 

 雑駁ですが、以上となります。 

○清原委員 ありがとうございます。命に関わる災害対策であるとか、そういう中で民間

の皆さんが自治体と連携をしながら活動していただくのはとても重要なことだと思うので

す。災害などは多発してほしくはないのですが、いざというときに用意をしておかなけれ

ば対応できないということでもあるので、この「レッカー・ロードサービス業」というの

は、平時の活躍も含めて、災害時のために育成が必要な領域なのかもしれません。先ほど

の公衆衛生に必要な「ペストコントロール」もそうかもしれません。何もなければいいで

すが、いざというときのための備えも必要なので、今日はそういう幾つかの問題提起によ

って、社会における公益的な取組をする事業について、産業分類を再構築する中で着目し

ていただいたのかと思い、それは一つの意義ある視点で検討していただいたと思います。

今日、たまたま「レッカー・ロードサービス業」について質問させていただきましたが、

全体としてそのような印象を持ちました。「危機管理」の視点というのも、「環境保全」や

「生活保障」、「福祉」の領域と同じように必要なジャンルなのかもしれないと思いました。

ありがとうございます。 

 以上です。 

○櫨部会長 清原委員、どうもありがとうございました。ほかに御意見がある方、よろし

くお願いいたします。 

 宮川委員、どうぞ。 

○宮川臨時委員 私自身は、この新規立項の具体的内容に基本的には異論はないです。た

だし、関連して１つは量的基準について言及します。19 ページに量的基準が出ていて、現

状ですと、直近上位分類の 10％を超えれば新規立項できるとなっています。これは国内の
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事業所数か従業者数か生産額等を基準としているわけですね。これは昔から適用されてい

ると思います。これについて、衰退している産業だと上位分類の金額が小さいが、成長し

ている産業だと非常に大きくて、そうすると 10％という金額も桁が違うというようなケー

スになります。衰退産業は細かいものが比較的新規立項しやすいのに対して、規模が大き

い、成長している産業は粗くなることを旧密新粗として聞いたことがあります。後は、先

ほど冒頭で話が出たように、コロナによって、例えば今まで国内で製造していなかったけ

れども、そのような産業がまた国内に戻ってくるようなケースにおいては、逆に今度は量

的基準によって廃止されていることもあり得るわけです。 

 そうすると、国内生産規模が少なくなったから産業分類から廃止し、それで産業として

も消えるのでは困るわけです。つまり国内の需要は存在しており、国内生産がなくて、海

外で生産したものを輸入しているのであれば、それはやはり把握すべきであると思います。

単純な生産額の規模で決めるのではなく、社会的な重要性とか制度との兼ね合いなども考

えると、量的基準に関しては今後の課題になると思います。どのような基準を持つことが

適切なのか、特に冒頭の分類の概念に合っていることが必要であり、結局、金額さえ多け

れば、どんなものを寄せ集めても新しい分類になることは困ることになります。やはりこ

こは一つ、今後の課題としてチェックしておくポイントであることを今お話を伺っていて

思ったのが１点です。 

 もう１点は、今回、サービス業において特に細分類でいろいろな分類を立てていただい

ております。それ自体は必要に応じて適切な分類を立てるので、もちろん賛成ですけれど

も、果たしてそれが今後、例えば経済センサス活動調査等で調査するときに、サービス業

だと企業単位でしか取らないことのほか、金額はどうかというようなことになってきたと

きに、それらが本当に細分類として活用されているのかどうかというは気になる点でござ

います。また、粗い分類しか調査しないような傾向になっている部分もあると思います。

最終的な決定はもちろん調査主体が決めることではありますが、産業分類を作る段階で、

細分類を立項してもきちんと活用されているかどうか、活用されてなければ意味がないの

で、そのような部分も今後の課題としてチェックをしていくことは必要なんじゃないかと

思いました。 

 というわけで、本筋とは少しずれた話でありますが、２点ほど今後の課題のような話を

させていただきました。以上です。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。事務局から何かありますか。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 今回の 11 の事項の

分類項目とは別に、もっと広い意味での課題と理解してございます。今回の改定案を作る

際にも、先生からは類似の御発言や御指摘をいただいておりますので、後ほど紹介します

今後の課題に追記する方法があると思いますので、課題として認識して、どのように追記

するかは整理したいと思います。ありがとうございました。 

○櫨部会長 素朴な質問です。小分類から中分類を作るときはあまり問題ないと思うので

すけども、細分類で新しい項目を立項するときには、その細分類がないわけですから、そ

の項目は調査してないわけですよね。これをどういう基準というか、どのようにして新し
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いものが必要だというのをチェックすることができるのでしょうか。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 おそらく公的デー

タはないので、民間データであるとか業界団体のデータとかを利用することになります。

それ以外では、先ほどのレッカー業のように、業界団体が主体的にアンケート調査を行い、

業者数や売上げなどを推計することになると思います。 

○櫨部会長 量的な基準に関して、ある項目が非常に大きくなれば、その下の分類で新た

に細分類する必要性があるのではないかという、ウオーニングのような可能性もあるわけ

です。今の上位の 10％という基準ではなく、ある項目が大きくなり過ぎたら、これはウオ

ーニングとして扱い、それをきちんと調べてみるとか、そういう基準も必要ではないかと

思います。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 今のところの基準

では、１の（２）に小さく書いておりますが、例えばその他が占める項目が 50％以上とな

る場合は分割を検討するという項目がございます。先生が今おっしゃいましたとおり、分

類によって粒度が大分違いますので、そのあり方は引き続き検討しなければいけないと思

っております。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。ほかに御意見はありますか。 

 どうぞ、西委員。 

○西専門委員 ワンプライスショップについて、ワンプライスショップ自体が近年の資材

価格の高騰で、かなり価格帯も複数あるという販売形態になっているかなと思っています。

これに関連して、市場動向をもう少し長期的に見て、適切な名称設定にされた方がいいの

かなというのが意見でございます。 

○櫨部会長 どうもありがとうございます。私は、このワンプライスショップというのは、

日本語として定着していないと思います。公的なものは片仮名も多いのですが、できれば

ほかの言い方が望ましいなとは思います。適当な日本語がないのかもしれませんが、御検

討ください。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 確かにワンプライ

スというのに若干違和感があるかもしれません。名称のあり方につきましては、役所の文

書の基本方向に沿いますと、あまり片仮名語を使わないことが基本であることは認識して

います、ただ、今のところ、案としてはこの方向でいきたいなと思っておりますが、事務

局でも検討はしてみたいと思います。結果的にこうなるかもしれませんが、その点は御了

承いただきたいと思います。 

○西専門委員 もう１点あります。先ほどペストコントロールの話が出たかと思うのです

が、その他に属することがいいのかというお話があったのですが、保健衛生の中にあえて

配置をしなかった理由があれば是非教えていただきたいなと思っています。消毒業の廃止

に伴う置き換えとか、保健衛生内の配置という可能性はなかったのでしょうか。 

○櫨部会長 よろしくお願いします。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 そこも議論しまし

た。実際に行っている業務が保健衛生だけにとどまらない業務を行っているという実態が



 －21－ 

ありまして、今の位置付けにしたということでございます。先ほど室長からも御指摘あっ

たのと本質的に同じと思ってございますけども、ここは複数の分野にまたがっている業務

でございまして、最善の位置付けが見つけ難かったというのが正直なところでございます。 

○西専門委員 分かりました。ありがとうございます。 

○櫨部会長 それでは、ほかに御意見はございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○萩野総務省政策統括官（統計制度担当）付統計委員会担当室長 先ほどの部会長の問題

提起に関係しますが、今伸びている、あるいは今後伸びるというのはやっぱりデジタル産

業だと思います。今回の分類の見直しの中に関連する提案がなかったのですが、これはム

ービングターゲットなので、いま一つどうなるか分からないというのが背景なのか、ある

いは今の案で十分対応できているということなのか、その辺を教えてください。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 結論から申し上げ

ますと、現状で十分ということではございません。後ほど説明しますが、課題の中にも、

情報通信業の一つの柱でございますインターネット附随サービス業を見直すということを

課題として掲げてございますので、今御指摘あった点については今後も引き続き検討して

いく予定でございます。 

○櫨部会長 どうもありがとうございます。 

 どうぞ、清原委員。 

○清原委員 ただ今の問題提起は、私も大変重要なポイントだと思っています。御案内の

ように、昨年から今年にかけてマイナンバーカードの普及率が急速に上昇していますし、

今後は健康保険証についてもマイナンバーカードで利用できるというようなことになって

まいりますと、情報処理と言った領域も拡大してまいりますし、そのためのサービスを充

実する事業者も増えてくることが想定されますので、これから御説明いただく今後の課題

の中の重要な柱として、「デジタル・トランスフォーメーション」に関わる領域は丁寧に目

配りをする必要があると思っており、賛同の意見を申し上げます。よろしくお願いします。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。 

 宮川委員どうぞ。 

○宮川臨時委員 今のデジタルに関する議論ですが、産業分類でデジタルを定義するのは、

例えばインターネット附随サービスであれば全部デジタルだろうということで定義できる

わけですが、例えば商業は無店舗小売業の中に、インターネット販売のみを行っていると

ころは入るわけですね。ところが、インターネット販売が９割でも、店舗を持って 10％売

っていれば、無店舗小売ではなくて、普通の小売業になります。結局、境界線でデジタル

とデジタルではない生産物を両方産出している小売業が非常に多いと思います。それを産

業分類で、デジタルと非デジタルで分けるのはいろいろな問題があります。簡単に今回の

段階でやるというよりは、やっぱり長期的な課題になるのではないかと思います。 

 むしろ重要なのは、生産物分類でデジタルとデジタルではないものを分ける。例えば、

既にある話で言えば、新聞の発行サービスみたいなものも、デジタルで新聞を提供するの

か、紙で提供するのかで生産物としては分けています。そのように、デジタルということ
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を生産物でしっかり分けるということと、それを受けて、今度はデジタルとデジタルでは

ないものを両方兼業しているものをどのように産業分類上表現すればいいのかが課題です。

場合によっては難しい分野も出てくると思いますし、あるいは逆に、既にこれはデジタル

であると明らかな分野も多いかもしれないので、そのあたりは生産物分類との関係も見な

がら、課題として挙げるのであればやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。ほかに御意見がござ

いましたら。 

 それでは、このテーマについては御意見が出尽くしたかと思うのですけども、例えばワ

ンプライスショップの名称が適切であるか、情報関連についての分割が十分なのか、量的

な基準が十分なのか、それから清原委員がおっしゃったように、政策的に重要な産業みた

いなものをどうするか。産業分類を廃止してしまった後に、また国内に回帰した場合に、

この項目がなくなっていると困るというような話があるので、この辺の扱いをどうするか

など、将来の課題として幾つか御提案がございました。これらを将来の課題のところにど

のように書くかという議論が必要かと思うのですけれども、おおむね各項目の分類につい

て御了承いただいたということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○櫨部会長 それでは、各項目の新設、分割の話については、おおむねの御意見はいただ

いて、御了承いただいたと認識をします。その他については、課題として、改めてどう書

くかを議論したいと思います。 

 このテーマについては以上で審議は終わります。次に、次期の第 15 回改定に向けた課題

の審議に移りたいと思います。事務局から御説明をお願いいたします。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 資料３の 31 ページ

と 32 ページになります。課題につきましては、２つに分けております。１つは共通的事項

として３つ、各論的事項として５つほど整理してございます。 

 まず、31 ページ目から参りますと、最初の１番目ですが、生産技術の類似性の観点から

の見直しということです。これにつきまして、今回の改定案の作成に当たって有識者の方々

からもいろいろと御助言いただきましたが、全般的な改定は困難な面もありました。その

一方で、生産技術の類似性を適用する際の考え方でありますとか定性的な試行を製造業、

商業、サービス業を対象に行い、課題等も整理してございます。そういう意味で、今後も

引き続き量的基準のあり方も含めまして、どのような分類体系があるかを引き続き考える

ということにしております。 

 次の２点目でございますけども、管理、補助的経済活動と同一企業内の事業所間取引の

取扱いです。これは第 12 回に位置付けられたものでございます。国連が定める標準産業分

類には、２、３か所しかこのような分類が出てこないのですが、一方で、JSIC には各中分

類に、管理業務を行う事業所、補助的業務を行う事業所がそれぞれ位置付けられておりま

す。そのため、国際分類との比較が先ほどから議論になっておりますように、この扱いを

どうするかは引き続き考えるというような内容でございます。 
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 それから、細分類項目の構成の見直しについて。これも先ほど宮川先生がおっしゃった

ような量的基準のあり方とも関連するところでございますけども、特に製造業など分野に

よって、細分類の設定の粒度が大分異なります。例えば、細分類は約 1,500 ありますが、

製造業が 500 項目ほど占め、３分の１ぐらいが製造業という状況でございます。新しくで

きたサービス業と比べますと、やはり不均衡が生じていることは否めません。小売、飲食

店も大分細かな分類になっておりますので、全体を見て、どういう分類の粒度がふさわし

いのかというのを引き続き検討するという課題でございます。以上が共通的事項の３つで

ございます。 

 それから、次の 32 ページ目ですけど、これも各論ですが、統計委員会室室長、宮川先生

から御指摘ありましたが、インターネット附随サービス業の見直しということを掲げてお

ります。これは、昨今の国連が定める標準分類との比較など課題も多くございます。例え

ば今の JSIC では、インターネットを経由するという表現で要件を定めている細分類もあ

りまして、今のクラウド全盛の時代においては、インターネットを経由することはもう半

ば前提になっている状況でございますので、そのような課題をこれからも継続して検討し

ていくということでございます。 

 それから、無店舗小売業も先ほど話題になりましたように、店舗面積がゼロの場合は無

店舗小売業として分類に位置付けることになります。これもインターネットが普及し始め

た頃に位置付けたものでございます。その一方で、センサスなどでインターネットの割合

なども聞いているという現状がありますので、そういうのを含めて、無店舗小売業をどう

するかというのを引き続き考えていくというような課題でございます。 

 ３つ目は発電業の電源種別による細分類設定とございます。これは北米の産業分類は発

電を地熱だとか太陽光、原子力など７種の発電種別に分けております。供給側の視点で見

直す観点からは、そのようなアメリカの例に沿った内容が相応しいのですが、経済産業省

は根拠法を尊重するという立場もありますので、今回は根拠法を基に分類しております。

そこの部分を引き続き供給側の視点でどう記載することが可能かを考えていくという内容

でございます。 

 それから、３ＰＬサービス、これはサードパーティー・ロジスティクス・サービスの略

でございます。これは生産物には設定しておりますが、産業でもどう位置付けられるかと

いうことを課題としております。ただし、実態がなかなか分からないところがございます

ので、これも引き続き調査した上で、実態を把握しながら、どういう位置付けが可能かを

考えるという課題でございます。 

 それから、ファブレス企業の取扱いでございます。これは製造業であるけれども、実際

の製造過程を外注している場合などを想定したものでございますが、国連では、原材料を

所有している場合は製造業に位置付けており、また、現在改定作業中の ISIC、つまり国連

の産業分類では、知的財産の所有権までを含めて製造業として広く位置付けるというよう

な議論がございますので、国連の動向を再度確認しつつ、ファブレス企業をどのように位

置付けることが可能かを検討していくという課題でございます。 

 以上、雑駁ですが、８点ほどの課題整理としてございます。 
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○櫨部会長 どうもありがとうございました。それでは、この次回改定に向けた課題につ

いて、御質問、御意見を賜りたいと思います。 

 菅委員どうぞ。 

○菅委員 やはりキーワードは国際比較であり、国際標準産業分類があるわけです。日本

の分類がそれと違っても構わないのですが、かつて日本経済が非常に強かったときにはそ

れが優れた点、要するに「日本的経営」という言葉があったぐらいで、日本的産業分類だ

ったわけですね。今、それほど日本は元気がないので、ISIC と違う場合には、今度はここ

が遅れている分野だという受け止め方をされるわけです。だから、国際基準に合わせてい

かなければいけない大きな理由としては、逆に言うと、ISIC に合わせられないということ

は、そこの産業に何かの懸念要素があるという受け止め方をされる可能性が高い。また、

日本が弱い部分であるという受け止め方をされる。だから、産業界との対話をしながら、

国際的にはこうなのですが、なぜできないのですかというような話をきちんとしていかな

ければいけない。 

 例えば、３ＰＬについては、多分実態は国際的にもその方向にシフトしているにもかか

わらず、日本ではそのようになっていないということが課題だと思います。ファブレスな

どもそうです。だから、できれば国際基準になるべく合わせていくことが重要です。違う

場合には、コミュニケーションを取りながらなぜ違うのかという説明を求めていくことが

必要です。だから、なるべく国際基準に合わせていくというのがキーワードではないかと

思います。もちろん過去からの断絶はまずいですが、そこが重要な視点ではないかと思い

ます。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。 

 清原委員から手が挙がっていますので、清原委員どうぞ。 

○清原委員 ありがとうございます。今、菅委員おっしゃいましたように、今後の検討課

題の中で、共通的事項であれ各論的事項であれ、一つの重要な視点として、国際比較への

対応が重要なポイントであると私も賛同いたします。この間、産業分類検討チームの皆様

の熱心な御検討にまず感謝して、敬意を表したいと思います。その上で、このような課題

が残っているということでございますけれども、今の国際比較の視点と同様に、課題に対

応し、また現状の産業の実態を把握しようとすると、どうしても各論としても細かい分類

を作るなどで対応していくことになります。 

 そこで、もう一つの重要な共通的な視点としては、「時系列的な比較をする際の対応」に

ついても位置付ける必要があると思います。それは、分類が変更になったからといってで

きなくなるわけではないとは思っていますが、例えば本日御説明いただくときに象徴的だ

ったのが「ワンプライスショップ」です。それがいろいろな項目に今までは分散されてい

た、隠れていたということではないかなと思います。それを今回新設した「ワンプライス

ショップ」では、未来志向では極めて有効に機能していくと思います。未来において過去

を振り返った時に、今回「ワンプライスショップ」を立項しておいてよかったという判断

になるのではないかと推測はされます。しかし、表現は妥当ではないのですが、栄枯盛衰

というか、多いときと少なくなるときがあるとなると、適切に時系列比較をするための統
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計学的な枠組み、パースペクティブということも常に位置付けなければいけないのかなと

思います。国際比較の観点、時系列比較の観点というものを重視しつつ、現状を的確に見

るための、そして、未来に向けてより良く今の現実を見通していくことができるような分

類体系や分類項目を検討していくことが常なる方向性になっていくのではないかと思いま

す。何はともあれ、産業分類検討チームの御苦労の中から出された課題についてはしっか

りと受け止めたいと思った次第です。 

 以上です。ありがとうございます。 

○櫨部会長 清原委員、どうもありがとうございました。 

 斎藤委員から手が挙がっていたようです。どうぞ。 

○斎藤専門委員 斎藤です。聞き漏らしている可能性もありますが、共通的事項の管理、

補助的経済活動と同一企業内の事業所間取引の取扱いというのと、各論的事項の無店舗小

売業の取扱いというところで、いずれも前回の改定時の課題事項への対応に関連となって

います。特に共通的事項については、前回課題になっていて、今回検討したけれども結論

が出なかった、もしくは何か実務的な問題があって今回見直せなかったという、その辺り、

どういう事情で今回対応できなかったのかというのをもう少し説明していただけるとあり

がたいと思います。無店舗のところは、これを読む限りでは直接分かりませんが、実態把

握が難しいので、検討課題としたと想像したのですが、管理、補助的なところはそういう

話でもないような気がしていて、何か障害になるようなこと、もしくは、先送りと言った

らあれですけども、再検討の必要があるという、そこらあたりの理由を教えていただけま

すか。 

○櫨部会長 では、事務局お願いします。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 ２ページ目に関連

した記述がございますけども、２つとも 12 回に改定されています。管理・補助的経済活動

を行う事業所につきましては、その後の検証が必要だという事項となっておりますが、平

成 28 年度経済センサスのデータで精査しまして、その中で実際どういう疑義があったの

かや訂正件数がどうだったのかというのを調べたまでで終わっています。今後の課題とし

ましたのは、そもそもそういう課題に分類項目の位置付けが国際比較と比べて適切である

かどうかというのを中期的な観点から検討してはいかがかという指摘を産業分類検討チー

ムの先生方からいただきましたので、御指摘部分について今後の検討課題としているとい

うことでございます。つまり、センサス上の問題は大きくは見当たらなかったのですが、

そもそも分類項目上位置付けることについて引き続き検討するというような課題だと理解

していただければと思います。 

○櫨部会長 前回の課題というのは、要するに調査のときに問題がないかという、そうい

うのを調べるというものであったということですか。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 それは問題なかっ

たということは分かりましたが、そもそも分類構成上位置付けるのが適切かどうかという

のを引き続き検討するという趣旨でございます。 

○斎藤専門委員 その分類を見直すことが適切かどうかという議論はされたけれど、結論
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が出なかったということですか。それとも、議論をこれからしようということですか。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 現行の分類上、位

置付けることには問題はないけれども、国際比較と比較して、必要性なり、今後どうする

かを引き続き検討するということでございます。 

○斎藤専門委員 前回改定時の課題というときにもそういう話だったのではないのですか。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 おそらくそうだっ

たと思います。そういう意味では、分類上位置付けるということは取りあえず御了解いた

だいたところでございます。 

○斎藤専門委員 分かりました。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 ただ、引き続き、

国際比較と、ISIC などと比較して引き続き検討するということです。 

○櫨部会長 疑義がたくさん出て調査が難しいということはなかったということですか。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 そういうことでは

ありません。 

○櫨部会長 今回、分類を改定するまでには至らなかったけど、この先を考えるとやっぱ

り検討した方がいいという結論になっているということですね。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 そういう趣旨です。 

○櫨部会長 西委員どうぞ。 

○西専門委員 関連して、今後、検討を継続されるということで、管理・補助的経済活動

についてですが、先ほどのお話ですと、ISIC などの国際分類だと２、３か所というお話が

ありました。改定案の方だと、中項目の下にそれぞれ項目を設けていただいているという

ところで、結構数としては多くなっているのかなとお見受けしましたが、このあたりにつ

きまして、あえて中分類に分けようとした背景ですとか、国際標準と違う形にされている

理由も伺えればなと思った次第です。 

○櫨部会長 ありがとうございます。次に清水委員から御発言をお願いしたいと思います。 

○清水臨時委員 ありがとうございます。それでは、３点コメントさせていただきます。

もう既に宮川先生、菅先生、清原先生のコメントと重複するような内容になってしまいま

すけども、まず細分類についてということです。分類を細かくしていくことの御利益とコ

ストを考えていかなければいけないわけですけども、先ほど１回目の発言が少し分かりに

くかったかもしれないのですが、私自身は、例えば生産関数を推計しようとしますと、現

在の公表されているようなデータだと、非常に粗過ぎたりデータがなかったりするもので

すから、日本の 1990 年代の成長とか 21 世紀に入ってからの中国の成長とか生産性が正し

く測定できないという問題に直面します。そのときに今、宮川先生たちが作られている APO

のデータを野村浩二先生から提供いただきまして、一緒に分析させていただいていますが、

そういうデータを使わせていただくことで初めて、そういうものが明らかになってくるこ

とになるわけです。 

 これは一つの例ですけども、大切なのは比較可能性ということが非常に重要になるわけ

ですが、併せて不均一性とか多様性を測定する、例えば、意味ある違いを取り出していく
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ことは非常に重要になってくるということにもなります。今、私たちがやっているのが、

日本の場合ですと、非常に集積が進んでいる地域と縮退している地域が分かれてきている

わけですけれども、それらに意味ある違いを引き出そうとすることです。大分類、中分類

でも分からなくて、小分類になって、ようやく地域間の違いは説明できるようになってく

るわけですけれども、一方で工業製品などは十分細かい、例えば JSIC の４桁みたいなデー

タも多く取れますので、それらを見ることができるのですが、サービス業はすかすかです

から、全く意味ある違いを取り出すことができないというようなことになるわけです。 

 櫨部会長が御質問されていたことがそれにもつながってくるわけですけども、我々、何

をやっているのかということですが、例えば NTT の電話帳のタウンページのデータベース

を使わせていただくと、2,000 分類に分かれています。JSIC の４桁が 1,460 ですから、そ

れに合わせて JSIC の細分類に合わせる作業をして、さらに、サービス業など、それでも見

ることができない違いを我々は抽出するという研究を行っています。そうすると、これか

ら取り組んでいくこととして、分類を細かくしていくことになりますと、回答者の負担が

もちろん上がっていきますけども、逆に見落としてしまっていくものが大きくなってきて

しまうと、例えば経済が進化する、経済が複雑化する、また、違う産業構造が生まれてく

る中において、意味ある違いが見えなくなってくるというようなことは、やはり統計とし

ては非常に問題が大きくなってくることだと思います。そういうような視点から、意味あ

る違いを取り出すような分類も考えていくことは必要ではないのかなというのが１点目の

コメントでございます。 

 ２つ目、国際基準というところで、菅委員のコメントに少し関連いたします。今、国連

の定める基準に合わせていくという作業をされようとしているわけですけども、私自身、

2010 年から国際機関で、ユーロスタットであるとか IMF とか BIS、国連でもお仕事をさせ

ていただく中で 12 年目になります。今年も６月に国連のジュネーブで講演をさせていた

だきます。国際機関で統計のプロジェクトをずっとやっていきますと、何となく分かって

きたことは、実は国際機関が進んでいるわけではなくて、特に国連とか OECD でカバーして

いる国が広くなればなるほど、なるべく先ほどの比較可能性を求めて統一的な項目に収れ

んさせようとするわけです。そうすると、どこかの国でこういう項目を作ると調べること

ができないから、この項目はもっと粗くしよう、これは落とそうとかという政治が働いて

いまして、必ず国連の基準が正しいわけではありません。 

 例えば今、2025 年の SNA のマニュアル改定なども、IMF が主体で取り組んでいるのは、

そういう意味もあるかと私自身はそう理解しています。例えば FISIM のような金融サービ

スの測定が前回大きな議論になりましたし、今、デジタルエコノミーみたいなものにも適

用していこうということで、今、生産性が正しく測定できないので、測定方法と併せて分

類が変えられようというようなことになっていくわけです。ようやくマニュアルによって

落とし込むようになった段階というのは、経済の動きに比較して遅れていることになって

いるというわけですから、先んじて経済の成長の先を見据えていくというようなことも含

めて、我々の日本という国の経済をどう測定していくのかというようなことをしっかりと

考えていくことが必要ではないのかなということだと思っております。 
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 これが、次の３点目の清原委員から出た未来に向けてということにつながるわけであり

まして、どうしても統計、特に国際機関の統計は、最もカバーしている国の中でも統計精

度が不十分な国にも適用させていかなければいけませんから、そういうところが調査がで

きるように国際基準というのは作られてきます。一方、我々の国というのは、経済を大き

な意味でシフトして、先頭組についていかなければいけないという中において、経済の活

動を測定していくということを考えたとき、最初の発言にも戻るわけですけれども、現在

の誤差をこれ以上大きくしない、または、未来に向かって誤差が拡大しないということを

考えたときに、どういう分類で日本の経済というものを測定していくのがいいのかという

ことは、もっともっとしっかりと議論していく余地はあるのではないかというのが３点目

のコメントでございます。 

 以上３点、私からコメントさせていただきました。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。何か事務局からよろしいですか。 

○長嶺総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室統計審査官 先ほど西委員から

御指摘があった管理・補助につきましては、国連のデータ等を再度精査しまして、次回部

会において提出したいと思います。よろしくお願いします。 

 清水先生の御指摘を踏まえまして、今後、課題などを考えたいと思います。ありがとう

ございます。 

○櫨部会長 宮川先生、どうぞ。 

○宮川臨時委員 課題ということでたくさん挙げていただいておりますが、その中で幾つ

かに言及します。先ほどの私の発言と重なるところもあるかと思いますが、１つは、細分

類項目の構成の見直しは非常に重要なことの一つだと思っております。今、清水先生から

もいろいろとお話があったわけですけど、この中で細か過ぎる話というのは、先ほど申し

上げたような、本当に利用されているのかということですね。それから、記入者負担が重

過ぎるのではないか、調査すらできないのではないかという話と、でも、逆に必要なので

あればしっかりやらなきゃいけないというような話があるので、こういうところには、活

用状況というか、そのようなことも注視することを含めてもいいのではないかと思いまし

た。 

 もう１点は、これも先ほどの私の発言と重複するところがありますが、無店舗小売に関

連して、インターネット販売と店舗とを併用している小売業がたくさんある。その中から

インターネットだけを取り出すことは産業分類ではなかなか難しいです。皆さん御存じか

と思いますが、ISIC や NAICS だと無店舗の分類を全部やめる方向になっているわけです。

ですから、デジタルをある意味放棄したというか、デジタルの把握を放棄してしまってい

る。 

 一方、先ほど萩野室長からもお話があったように、デジタルは重要で、デジタル SUT み

たいな世界ですと、売上げの 50％以上がデジタルだと E-Tailer となるお話があるわけで

す。そういうところが実は少し矛盾しているというか、デジタルの世界では分けようとし

ているのに、逆に大本の産業分類ではなくしてしまうような動きがあって、先ほど申し上

げたような兼業をどう捉えるかということが理論的にも実際どうするかという点でも、十
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分な解決策が見つかってないという状況だと思います。 

 ですから、生産物分類との兼ね合いもあるので、デジタルの観点でどうすべきなのかの

ような内容は今後の課題の考え方として含めていただくといいのではないかなと思ってお

ります。 

 こうして見ていくと、非常に多くの課題があると感じています。産業分類の検討チーム

では、２年間ぐらいかけて一生懸命検討してきたわけですけれども、やはり全然時間が足

りないと実感しています。これだけ課題が出て、しかも前回の課題もまだ残っているとの

御指摘もありました。あと、特に１番目の生産技術の類似性の観点からの見直しがが非常

に厄介で、冒頭の話に戻ってしまいますが、分類の基準を理論的な観点から考えれば、生

産技術だけ、供給側の視点にするというのがやはり SUT や生産物分類との兼ね合いからも

望ましいと思うのです。ところが、それを実際に行うと大きく分類を変えることになり、

大混乱の元となるでしょう。それこそ、先ほどからお話に出ているように、時系列比較が

できなくなる。 

 そうであれば、基準は今回、順番を入れ替えるとかプライオリティーを付けるか付けな

いかということはこの後の議論だとは思いますが、そのようなことをやって、そして今後、

未来に向けて、できる限り理想的な供給の姿に少しずつ近づけていくことが必要だと思う

のです。結局、ドラスティックな変更をすれば分断ができるので、それは難しいところな

ので、やはり常に改善をしていくことが分類の検討には重要だと思います。まさに長期に

わたる産業構造の変化を観察するのが目的だとすると、継続性と理想的な姿に近づけてい

くことを同時に取り組むことが必要です。今回の経験を通して、冒頭、清原委員からもお

話がありましたが、常に改善をしていくことを続けた上でようやく５年間で少し改善でき

たという段階になるのではないかと思います。やはり課題の中で、常にそのような改善活

動を続けるべきだということは書かれてもいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○櫨部会長 どうもありがとうございました。次回に向けた課題については、清原委員か

らも、常に検討するという必要性の話がございました。改定案を作成する検討チームで２

年程度にわたってかなり長期に非常に熱心に検討していただいたのは確かですが、それで

もやっぱり時間が全然足りなかったということかと思います。次回いつになるか分かりま

せんけれども、改定をすることが決まってから検討を始まるのではなく、多分この後すぐ

にこの課題に取り組んでいただくことが重要であるという方向になるのではないかと思い

ます。一方、統計の継続性が重要ですので、であまり頻繁に分類を変えると今度は組替え

など、統計を作る方も非常に負担が増えるので、そのバランスをどうするかなどの議論が

必要だと思います。それも課題として載せておく必要があるのかなと思います。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計委員会担当室次長 西先生のお話、１点

だけ補足させていただければと思います。本社の関係ですが、なぜ中分類ごとに設けられ

ているかという御質問だったかと思うのですが、実は国際分類、本社というと１つの大き

な分類に、１つになっていまして、要は、何業の本社かが分からない状況になると。当時、

管理、補助的活動という分類が立てられたときに、我が国は製造業の本社なのか、あるい
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はサービス業の本社なのかというところが、これまでの統計の時系列的な面も含めて重要

であろうという御指摘があって、こういう中分類ごとに設けられたという経緯があると承

知してございます。 

○西専門委員 ありがとうございます。製造業とサービス業は変える必要があるところが

あったということは、サービス業の変化とかにも合わせて、分類項目を分け、それぞれ把

握していく必要があるような議論があったということですか。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計委員会担当室次長 ええ。もう少し丁寧

に申し上げますと、製造業とかそれぞれ中分類ごとに、それぞれの管理、補助的活動とい

うのは設けて、中分類ごとの統計というものが一定の連続性が保たれるような整理になっ

ておった、そういうことと承知してございます。 

○西専門委員 ありがとうございます。おそれ入ります。 

○櫨部会長 ほかに御意見、御質問、コメントのある方いらっしゃいますでしょうか。で

は、この３番目の次回改定に向けた課題については、皆さんいろいろ御意見をいただきま

したが、挙がっている項目自体については、さほど大きな異論があったわけではないと思

いますので、これは大体御了解をいただいたということにします。答申案にどういうふう

に盛り込むのかは、事務局に今の御意見を反映していただくような形で検討していただき

たいと思います。ひとまず方向性についてはこれでいいということで意見がほぼ一致した

ということで、この場はおしまいということにしたいと思います。 

 次に、本来であれば、元に戻って、分類の基準について議論するところですが、ほぼ予

定していた時刻になってしまいましたので、誠に申し訳ありませんけども、分類の基準に

ついての議論は第２回目にしっかりやるということにしまして、今日の議論はここでおし

まいということにしたいと思います。それでは、事務局に本日の議論を整理していだたき、

また、その上で必要な資料を作っていただければと思います。 

 それでは、今日予定されていた議事は全部終わってはいないですが、今日の審議はここ

までとさせていただきたいと思います。第２回の部会では、今回出た御質問の中で答え切

れなかった部分とか、分類の基準について改めて議論することにさせていただきたいと思

います。本日の部会での審議の模様につきましては、今月末の統計委員会で私から報告を

させていただきたいと思います。 

 それでは、事務局から御連絡をお願いします。 

○目総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室副統計審査官 事務局です。次回

の部会は、５月 10 日水曜日の 13 時から開催いたします。次回もウェブ開催を予定してお

ります。なお、本日の部会審議の内容について追加の御質問やお気づきの点がございまし

たら、４月 11 日火曜日の 15 時までにメールにより事務局まで御連絡をお願いします。 

 最後に、本日の部会の議事録につきましては、事務局で作成次第、メールにて御照会い

たしますので、こちらにつきましても御確認をよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○櫨部会長 それでは、長時間にわたりまして、議論を大変ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の部会は終了といたします。次回の部会の審議もよろしくお願
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いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 


